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K O K U H O  N O  H I R O B A

国
保

広
場

の

問市民課国保医療班
☎ 30-0222

国
保
へ
の
届
け
出
を
お
忘
れ
な
く

　
　
　
　
　
　
ー
就
職
や
退
職
、
就
学
や
卒
業
な
ど
の
と
き
ー

　

就
職
や
退
職
、
就
学
や
卒
業
な
ど
、

人
生
の
節
目
を
迎
え
る
時
期
で
す
。
健

康
保
険
の
変
更
な
ど
の
手
続
き
を
忘
れ

ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
。
市
役
所
市
民
課

ま
た
は
各
支
所
へ
届
け
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

子
ど
も
が
大
学
な
ど
（
※
）
に
入

学
す
る
た
め
、市
外
に
住
所
を
定
め
、

元
の
世
帯
主
が
子
ど
も
の
生
活
費
な

ど
を
援
助
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
と
き
に
は
、
学
生
用
被
保
険
者

証
（
マ
ル
学
）
を
申
請
す
る
こ
と
に

よ
り
、
鹿
角
市
の
国
保
を
使
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。　

手
続
き
の
際
に
は
、

①
在
学
証
明
書
②
認
め
印
が
必
要
で

す
。

　

２
年
目
以
降
マ
ル
学
を
更
新
す
る

と
き
も
同
様
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

※
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
校
、

専
修
学
校
、
各
種
学
校
の
ほ
か
、
こ

れ
ら
の
学
校
等
と
同
程
度
の
教
育
を

行
う
教
育
機
関
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

マ
ル
学
対
象
者
が
卒
業
な
ど
に
よ

り
学
生
で
な
く
な
っ
た
場
合
、
返
還

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
①
マ
ル
学

の
被
保
険
者
証
②
学
生
で
な
く
な
っ

た
日
を
確
認
で
き
る
書
類
（
卒
業
証

明
書
や
退
学
証
明
書
な
ど
）
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

　

３
月
中
に
国
保
に
加
入
す
る
方
に
は
、

３
月
分
の
国
保
税
の
納
付
書
が
４
月
中

に
送
付
さ
れ
ま
す
。
４
月
以
降
の
国
保

税
に
つ
い
て
は
、
７
月
に
１
年
分
の
納

付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

１
年
分
の
納
付
書
と
は
、
４
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
の
１
年
分
の
国
保
税
を
、

７
月
か
ら
２
月
の
８
回
に
分
け
て
納
付

す
る
納
付
書
で
す
。

　

４
月
に
国
保
に
加
入
さ
れ
る
方
は
、

同
様
に
７
月
に
１
年
分
の
納
付
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
。

　

３
月
中
に
国
保
か
ら
ぬ
け
た
方
は
、

３
月
分
の
保
険
料
は
新
し
い
健
康
保
険

か
ら
の
請
求
と
な
り
ま
す
。
28
年
度
の

国
保
税
は
２
月
中
に
納
付
が
完
了
し
て

い
ま
す
の
で
、
納
め
す
ぎ
と
な
る
３
月

分
に
つ
い
て
は
、
後
で
お
返
し
し
ま
す
。

　

手
続
き
の
翌
月
末
ま
で
に
は
、
国
保

税
を
お
返
し
す
る
お
知
ら
せ
を
送
付
し

ま
す
。

　

４
月
に
国
保
を
ぬ
け
る
場
合
に
は
、

29
年
度
の
国
保
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　

国
民
健
康
保
険
の
主
な
手
続
き
に

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

そ
の
際
に
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の「
番

号
確
認
」
と
、
手
続
き
を
行
う
方
の

「
本
人
確
認
」
を
行
い
ま
す
。

　

手
続
き
を
行
う
際
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
記
載
さ
れ
た
書
類
（
通
知
カ
ー
ド

等
）
と
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証

や
パ
ス
ポ
ー
ト
等
）
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

　世帯構成や所得の変更により、仮徴収額（4・6・8 月）と本
徴収額（10・12・2 月）に大きな差が生じている方については、
特別徴収される額が年間を通じて、できるだけ均等になるよう、
６月と８月の保険料の仮徴収額を調整（平準化）します。

平成 28 年度（年間保険料額 120,000 円）
※平準化の例

平成 29 年度（年間保険料額 120,000 円と仮定した場合）
▪平準化しない場合

6・8月で調整
▪平準化した場合

就
学
の
た
め
転
出
す
る
と
き

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必
要

で
す

学
生
で
な
く
な
っ
た
と
き

国
保
に
加
入
し
た
と
き
・
ぬ
け

た
と
き
の
国
保
税
の
納
付

はり・きゅう・マッサー
ジ受療券の有効期限は
３月 31 日金です

　平成28年度のはり・きゅう・マッ
サージ受療券の有効期限は３月
31日金です。
　有効期限を過ぎると使用でき
なくなりますので、ご注意くださ
い。

国
保
に
加
入
す
る
方

国
保
か
ら
ぬ
け
た
方

① 国保に加入するとき

③ その他国保に係る手続き② 国保をぬけるとき

マル福（福祉医療受給
者証）をお持ちの方へ

後期高齢者医療保険料の特別徴収（年金天引き）の
仮徴収額を調整します

　マル福をお持ちの方は、健康
保険の被保険者証が変わった場
合、保険変更の届け出が必要で
す。届け出をしないと、福祉医
療費の助成ができなくなる場合
があります。
　新しい被保険者証と認め印を
お持ちになり、市民課または各
支所にて手続きをお願いします。

事由 持ち物

他の市区町村から転入し
てきたとき 印鑑・転出証明書

職場の健康保険をぬけた
とき

印鑑・職場の健康保険
をぬけた証明書

職場の健康保険の被扶養
者からはずれたとき

印鑑・被扶養者でない
理由の証明書

子どもが生まれたとき 印鑑・母子健康手帳

4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2 月

30,000 円 30,000 円 30,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円

4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2 月

10,000 円 10,000 円 10,000 円 30,000 円 30,000 円 30,000 円

4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2 月

10,000 円 25,000 円 25,000 円 20,000 円 20,000 円 20,000 円

事由 持ち物

市内で住所が変わったと
き 印鑑・保険証

世帯主や氏名が変わった
とき 印鑑・保険証

世帯が分かれたり、一緒
になったりしたとき 印鑑・保険証

就学のため、市外に住所
を定めるとき

印鑑・保険証・在学証
明書

事由 持ち物

他の市区町村に転出する
とき 印鑑・保険証

職場の健康保険に加入また
は被扶養者になったとき

印鑑・保険証・職場の
健康保険証

亡くなったとき 印鑑・保険証

※ 3 月の骨密度測定会＆ナトカリ比測定会　日時：21日火 14時～15時／場所：福祉保健センター


